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今週のキーワード 

資金循環統計 

日銀統計局が1954（昭和29）年から作成している。公表は現在、四半期を一つの基準期間として当該

四半期の約３か月後に速報を出し、約６か月後に確報が発表される。政府、金融機関、企業、個人など

各経済主体（部門）の相互間の一定期間における資金の流れを示し、詳細、包括的な統計であるため、

有用性が高い。統計は「金融取引表」（フロー表）、「金融資産・負債残高表」（ストック表）、「調整表」（期

中の価格変化額等）の３表から構成されており、わかりやすくマトリックス（行列形式）で表されている。 

Ｆ Ｐ 税務会計

家計の余剰資金が大幅に増加！ 
運用増で６年ぶりに企業を逆転 

種類株式の相続税の評価を明確化 
無議決権株は５％評価減選択可能 

  
家計の資金が大幅に増え、６年ぶりに企業を上

回り資金余剰となったことが、日銀の06年資金循

環統計（速報）で判明した。 

 国税庁は、このほど経済産業省の照会に文書回

答する形で、無議決権株式などの種類株式の評価

方法を公表した。 
個人所得がようやく改善し、家計を投資信託や

国債の購入などに振り向けたのが増加の主因と

見られている。 

 同調査は金融機関、企業、家計といった各部門

の金融資産、負債の推移を預金や貸出などの金融

商品毎に記録した統計。資金の出入りや残高の増

減が把握できる。資金余剰は一定期間、金融負債

より金融資産の増え方が大きい場合を指す。 

昨年５月施行の会社法によって、多種多様な種

類株式の発行が可能となり、中小企業の事業承継

においての活用が期待されている。 
しかし、相続税法上の評価方法が不明確との指

摘があったことから、①配当優先の無議決権株

式、②社債類似株式、③拒否権付株式の種類株式

３類型の評価方法を明確化したもの。 
 配当優先の無議決権株式は、普通株式と同様に

評価することが原則だが、相続時の納税者の選択

によって、普通株式評価額から５％を評価減する

ことが可能。その際、無議決権株式の評価減分を

議決権株式に加算（調整計算）して、相続人全体

の相続税評価総額が変わらないように申告する。

 所得の改善や配当の増加などで家計の資金余

剰額は06年、17兆7984億円（05年比2.7倍）に急

増した。金融資産残高は1540兆8478億円（同１％

増）で過去最高になった。 

増えた資金は、消費よりも将来を見据えて投資

信託や国債運用に回し、借り入れによる資金調達

額は05年より減り、慎重な家計のやり繰りが続い

ている。 

また、一定条件を満たす社債類似株式（一定期

間後に償還される特定の無議決権＋配当優先株

式）については、社債に準じて発行価額と配当に

基づく評価を行うが、株式であることから、既経

過利息に相当する配当金の加算は行わない。一定

条件は、①配当金は優先して分配、②残余財産分

配は発行価額を上限、③一定期日後に発行会社が

全株式を発行価額で取得、④無議決権、⑤普通株

式への転換権はなし。 

家計の資金余剰額が６年ぶりに企業部門を超

えたことを、専門家は「貯蓄余剰の個人から、設

備投資などで資金調達が必要となった企業へと

マネーの流れが戻った」ととらえている。 

企業は03年以降、設備投資などで資金余剰額は

徐々に減り、06年は５兆9220億円と前年の約半分

で資金調達ぶりが数字に出ている。今後、政府や

自治体に代わって民間企業が資金を使い、投資し

て景気を牽引する流れが強まると見られている。

 拒否権付株式（普通株式＋拒否権）については、

拒否権を考慮せずに、加算評価しないで普通株式

と同様に評価する。 


